
 
     

    

 
 
理事会「会議メモ」 

令和 4年 4月 8日（金）第 1回理事会 
第1号議案 総会提出議案について      可決承認 
第2号議案 決算関係承認について      可決承認      
そ の 他  業務執行理事報告 
令和 4年 5月 27日（金）第 2回理事会 
第1号議案 新入会員承認について 
      埼葛支部：土屋 直義会員  川越支部：森田 篤史会員 西部支部：岡田 豪紀会員  

3名の可決承認 
第2号議案 埼玉県柔道連盟の寄付について   可決承認 
第3号議案 職員について                   可決承認 
そ の 他  業務執行理事報告 
令和 4年 6月 24日（金）第 3回理事会 
第1号議案 新入会員承認について 秩父支部：矢島 徹会員、東部支部：稲葉 勇次会員2名の可決承認 
第2号議案 令和5年度定時総会について 令和5年5月14日（日）開催 可決承認 
第3号議案 健保連との協議会開催について           可決承認 
第4号議案 埼玉県柔道連盟との協議会開催について       可決承認 
そ の 他  業務執行理事報告 
                                                   
令和４年度定時総会 

令和４年5月15日（日）本会会館で、コロナ感染予防のため人数制限を行い開催した。 
来賓に、大野 元裕 県知事・金井 忠男 埼玉県医師会会長・大野 松茂 元衆議院議員・三ツ林 裕巳 衆
議院員・関口 昌一 参議院議員・古川 俊治 参議院議員・加藤 興平 弁護士・吉井 清信 公認会計士を
迎え、大河原会長のあいさつでは、「本会ではコロナによるクラスターの発生などありませんでしたが
１名の会員が風評被害により閉院せざるを得ない事となり、誠に残念です。また会員の減少もあり、今
後新入会員・準会員の加入促進に向け、進めてまいります。また療養費取り扱いは右肩下がりが続いて
おり、今年から柔道整復師の原点である外傷、特に骨折を中心に本会では埼整実技講習会を開催し、日
整を中心に柔道整復師の質を高め会員一体となり活動してまいりますのでよろしくお願いします」と述
べた後、来賓皆様より御祝辞を頂き、議長に大宮支部・銭場信雄会員が選任され、支部長・表彰者参加
の中、議事に入りました。 
第1号議案は原案通り可決承認。報告事項では、令和4年度事業計画・収支予算について報告され無事

終了しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6月 26日（日）公益社団法人日本柔道整復師会の総会が、日本柔道整復師会館で行われました。 
今回の総会では、今年 3月に令和 3年度途中で松岡 保会長・長尾 淳彦副会長が選任され、その任期は
令和 4年度通常総会の終結までとするとなっているため、会長選挙、副会長選挙が行われました。 
今回、立候補者が各 1名ずつで選挙により代議員９７名の過半数が当選となります。投票の結果、日整
会長に（東京都）伊藤 述史氏（７０票）・副会長に（京都府）長尾 淳彦氏（６９票）に決定しまし
た。（三橋 裕之副会長は、継続） 
 
総務部より 

本会館で行われている西大宮病院・関先生による顧問医相談の会場は、令和 4年 7月より西大宮病
院に変更となりましたので間違えのない様お願いします。相談者は、必ず前もって本会事務局へ連
絡してください。 

     
保険部より 

往療距離片道 4キロメートルを超えた場合の往療料金が変更になりました。2,700円から 2,550円
に改定となり、令和 4年 6月 1日から適用となりました。 
明細書の発行等は令和 4年 10月 1日から改定となります。 
令和 4年 6月 10日付けで関東信越厚生局指導監査課長から全会員（施術管理者）宛てに「柔道整
復師の施術に係る療養費の算定基準等の一部改訂について」が送付されました。 
算定基準の改定に伴いその周知を図る目的のものです。保険部からの発出文と合わせてご確認をお
願いします。 
厚生労働省ホームページアドレス 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html 
 

災害対策委員会より 
本会は、埼玉県と災害時医療救護活動に対し協定を結んでいます。 
又 15支部でもそれぞれ各市町村と同様の協定を結んでいます。 
いつ起きてもおかしくない大地震、最近の異常な気象状況の中、大きな災害が発生する危険もあり
ます。災害対策委員会では、緊急の場合を想定し埼玉県と協力出来るよう体制を考えています。 
会員の皆様にもご協力お願いいたします。 
尚、埼玉県で災害対策本部が設置される条件（本会も同時に設置する）は、下記のとおりです。 
①地震の場合、震度 6弱。 
②災害の場合、気象庁発表で特別警報以上。 
③複数の市町村に災害救助が適用される場合。 
④複数の市町村に災害救助が予想される場合。  以上となっています 

 
※行事予定 
・7/3  （日）第 1回埼整実技講習会 
・7/31  （日）支部長会 
・10/2  （日）市民公開講座 
・10/23 （日）保険業務講習会 
・11/13 （日）学術研修会 

令和 4年 6月 27日 

公益社団法人 

埼玉県柔道整復師会 

（総務部） 

    慎みてお悔やみ申し上げます 
    三島 清人（朝霞支部） 
    徳生 行宏（川越支部） 
    岩井 良之（朝霞支部） 
            中村  聖（秩父支部） 
                 ※敬称略 
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